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～支部事務局のご案内～ 
 

北海道医療ソーシャルワーカー協会は９つの支部によって構成されています。詳しくは

お近くの各支部事務局へお問い合わせ下さい。

 

 

【【【【札幌支部連絡協議会札幌支部連絡協議会札幌支部連絡協議会札幌支部連絡協議会】】】】    

〒０６０－０００１ 

札幌市中央区北１条西９丁目 

リンケージプラザ４Ｆ 

ＴＥＬ・ＦＡＸ  

０１１－２６１－７１５１ 

 

●札幌札幌札幌札幌のののの各支部連絡先各支部連絡先各支部連絡先各支部連絡先 

・・・・中央中央中央中央ＡＡＡＡ支部支部支部支部（（（（南区南区南区南区・・・・豊平区豊平区豊平区豊平区））））    

〒０６２－００３４ 

札幌市豊平区西岡４条４丁目 

１－５ 

老健 アメニティ西岡  

支援相談課内 

ＴＥＬ  ０１１－８５４－５５１０ 

ＦＡＸ  ０１１－８５４－３４２５ 

    

・・・・中央中央中央中央ＢＢＢＢ支部支部支部支部（（（（北区北区北区北区・・・・中央区中央区中央区中央区・・・・石石石石

狩狩狩狩などなどなどなど））））    

〒０６０－００６２ 

札幌市中央区南２条西１９丁目 

同交会病院 医療相談室内 

ＴＥＬ  ０１１－６１１－９１３１ 

ＦＡＸ  ０１１－６２１－４５３７ 

    

・・・・中央中央中央中央ＣＣＣＣ支部支部支部支部（（（（白石区白石区白石区白石区・・・・東区東区東区東区））））    

〒０６５－８６１１ 

札幌市東区北１２条東３丁目 

３－３１ 

天使病院 

ＴＥＬ  ０１１－７１１－０１０１ 

ＦＡＸ  ０１１－７５１－１７０８ 

    

    

    

    

・・・・中央中央中央中央ＤＤＤＤ支部支部支部支部（（（（厚別区厚別区厚別区厚別区・・・・清田区清田区清田区清田区・・・・

北広島北広島北広島北広島・・・・江別江別江別江別・・・・恵庭恵庭恵庭恵庭・・・・千歳千歳千歳千歳などなどなどなど））））    

〒０６８－００３０ 

岩見沢市１０条西２１丁目２番地 

老健 北翔館 支援相談室内 

ＴＥＬ  ０１２６－３２－２１７７ 

ＦＡＸ  ０１２６－３２－２１５０ 

 

・・・・中央中央中央中央ＥＥＥＥ支部支部支部支部（（（（西区西区西区西区・・・・手稲区手稲区手稲区手稲区・・・・小小小小

樽樽樽樽・・・・    倶知安倶知安倶知安倶知安・・・・岩内岩内岩内岩内・・・・余市余市余市余市などなどなどなど））））    

〒０６３－０８１１ 

札幌市西区琴似１条５丁目１－１ 

静和記念病院 医療相談室内 

ＴＥＬ  ０１１－６１１－１１１１ 

ＦＡＸ  ０１１－６３１－６２７１ 

    

【【【【日胆支部日胆支部日胆支部日胆支部】（】（】（】（室蘭室蘭室蘭室蘭・・・・登別登別登別登別・・・・伊達伊達伊達伊達・・・・

苫小牧苫小牧苫小牧苫小牧・・・・洞爺洞爺洞爺洞爺・・・・白老白老白老白老・・・・浦河浦河浦河浦河などなどなどなど））））    

〒０５０－００７６ 

室蘭市知利別町１丁目４５番地 

新日鐵室蘭総合病院  

医療福祉相談室内 

ＴＥＬ・ＦＡＸ （直通） 

０１４３－４７－４３３７ 

    

【【【【南支部南支部南支部南支部】（】（】（】（函館函館函館函館・・・・八雲八雲八雲八雲・・・・瀬棚瀬棚瀬棚瀬棚なななな

どどどど））））    

〒０４２－８６７８ 

函館市湯の川町１丁目３１－１ 

函館渡辺病院 医療福祉課内 

ＴＥＬ・ＦＡＸ （直通） 

０１３８－５９－４１９８    

    

    

    

    

【【【【東支部東支部東支部東支部】（】（】（】（釧路釧路釧路釧路・・・・帯広帯広帯広帯広・・・・根室根室根室根室なななな

どどどど））））    

〒０８５－０００７ 

釧路市堀川町８番４３号 

老人介護支援センター 

ひまわり内 

ＴＥＬ  ０１５４－２４－２１３３ 

ＦＡＸ  ０１５４－２３－７６６５ 

 

【北支部】（旭川・富良野・北

見・網走・紋別・稚内・滝川な

ど） 

〒０７０－００３２ 

旭川市２条通３丁目９４番地 

旭川２・３ビル１Ｆ 

株式会社  

ジャパンケアサービス 

 ハッピー旭川 

ＴＥＬ  ０１６６－２７－３８１１ 

ＦＡＸ  ０１６６－２０－４５０５ 
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第第第第 1111９９９９号号号号                                                      平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１１１１月月月月２５２５２５２５日発行日発行日発行日発行    

ぱぶりけーしょん 
事務局 北海道医療ソーシャルワーカー協会 

北祐会神経内科病院 医療福祉部内 

札幌市西区二十四軒２条２丁目４-３０ 

http://sar-jp.com/msw/ 

 
 

                                                      

 

    

    

    

    

    

北海道医療北海道医療北海道医療北海道医療ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカー協会協会協会協会    会長会長会長会長        青木常雄青木常雄青木常雄青木常雄    

所所所所    属属属属    ：：：：    介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    憩憩憩憩 

 

ＭＳＷの機能と役割を改めて再考してみると、

機能はソーシャルワーカーという専門職がその

専門的な知識や技術を基盤にしてどのようなこ

とができるか、であり、役割とはその機能を基

盤にして社会や周囲から果たすことが期待され

ている業務である。ＭＳＷは保健医療領域でそ

のような機能を十分に果たし、社会的に期待さ

れる役割を十分に果たすことを望まれている、

ということを強く感じるが、現実には常に一致

しているとは限らない。 

 ＭＳＷ機能には、「仲介機能」「調停機能」「代

弁機能」「連携機能」等々数多くの多様な機能が

あるが、業務割合が比較的多い『退院援助』に

は、ＭＳＷの機能や役割としてどのような実践

上の展開が求められているだろか。 

 『退院援助』（業務）のあり方考えるとき、患

者・家族が退院先や退院後の生活について適切

な選択を行うことができ、かつ患者が退院後に

安定した療養生活を送ることを目的として、Ｍ

ＳＷや病院内外の各部門や関係職が行なうプロ

セスであることを確認したい。『退院援助』は所

属する機関が組織を挙げて取り組むべきことで

あり、入院・退院・在宅医療と継続した医療や

療養生活を受ける権利を保障するチームの一員

であるべきことを自覚し、そのための条件整備

や連携を個々の組織のなかで工夫しながらつく

り上げていきたい。 

小さな体験談をひとつ報告したい。平成１６

年４月に、私が所属する法人では、医療福祉相

談室ＭＳＷ５名、介護老人保健施設支援相談員

２名、在宅介護支援センターＳＷ２名、居宅介

護支援事業所ＣＭ８名（兼務含む）を１か所に

集約し、「医療福祉総合相談センター」体制とし

た。その大きな目的は、３５２床の急性期病院

（平均在院日数１４日）における、更なる在院

日数の短縮化の流れや社会的入院の是正、ある

いは所謂、病院としての生き残り策のなかで、

退院・転院の相談に対して一部署での対応では

困難になったことと、介護保険サービスの利用

をはじめとする地域ケア、地域連携を改めて見
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直し構築する必要に迫られた結果でもあった。体

制移行後の効果についての検証はまだであるが、

療養生活や各種サービス利用等の相談に対して

のワンストップサービスとして、業務の連続性・

継続性が高まってきている。今までも各部署間の

連携は不可欠であったが、このセンター化によっ

て、ＭＳＷの病棟との連携強化に繫がり、クリニ

カルパス、ＮＳＴへの関与、年数回の病診連携を

強化する地域連携カンファレンス等に積極的に

参画してきている。センター内の役割分担が整理

されたことにより、共通業務や個別の専門業務が

見直しされ、また幅広い情報の収集や対応がスム

ーズになったことと、退院援助の現状や課題を共

有し、ＭＳＷ個人ではなく、チームや組織として

の動きに変わりつつあるように感じている。それ

以外にも、副次的な効果として退院援助に係るＭ

ＳＷのストレスやジレンマが軽減されつつある

ことも見逃せない。 

それぞれの地域や病院のなかで実情にあった

取り組みを試行錯誤しながら進めていただきた

いが、病院と地域、保健、福祉との効率的な連携

を強化するために、病院内外での退院援助システ

ム、地域での在宅療養のシステム化に責任をもっ

て取り組みたいものである。 

 

ＭＳＷＭＳＷＭＳＷＭＳＷへのへのへのへの期待期待期待期待 
北海道医療新聞社北海道医療新聞社北海道医療新聞社北海道医療新聞社    

編集部記者編集部記者編集部記者編集部記者        伊藤真史伊藤真史伊藤真史伊藤真史    

    

●はじめに 

 1992 年の第２次医療法改正で長期入院患者の

ための療養型病床群が位置づけられた。急速な高

齢社会への医療対応と、介護保険制度を見据えた

措置である。1997 年の第３次改正では、地域医

療支援病院制度を創設、医療機関機能の明確化・

連携の推進を図った。2000 年には第４次改正で、

その他病床が「一般病床」と「療養病床」に区分

されたほか、介護保険法が施行された。疾病の発

症から療養まで、患者の状態に合わせた医療・介

護サービスの効率的な提供体制の構築に向け動

き始めた。 

めまぐるしい改革の中で、患者と社会(地域)、

医療(介護)施設そして家族を結ぶＭＳＷの担う

役割の重要性はいうまでもない。 

●情報収集・管理・発信者として 

 医療機関機能の明確化は、国民皆保険制度を堅

持しつつ、公正で質の高いサービスを効率よく提

供することが狙いである。その方向性を具体化し

ているのが、医療法改正であり診療報酬の改定と

いえる。しかし、患者側と医療者側では、これら

制度改革の受け止め方が明らかに違う。在院日数

の短縮や病棟機能の転換は、患者にとって病院側

の都合でしかない。 

 まして、患者自らが病状に合わせた施設ケアの

選択や在宅プログラムの設計などを行うケース

は稀だろう。 複数の疾患を抱える高齢者の場合、

痴呆の有無によっても対応可能な施設は限られ

る。｢入所する施設が無い｣という切実な声は多い

だろう。患者個々のライフステージに合わせた各

種サービスの提案や、状況の変化に応じて臨機応

変に対応するためには、十分な情報収集と施設内

連携強化、積極的な他の施設との連絡・調整を充

実させていくことが必要である。特に、情報の収

集・管理そして発信は大切だ。 

●連携の輪の広がりを期待 

 近年、地域医療連携室が急増し、道内では 100

カ所に迫る勢いだ。最近は慢性期中心の病院や小

規模病院にも設置する動きが出てきた。 

「どこの病院に空床があるかすぐに分かれば」。

こんな悩みを医療機関側から聞くが、すでに、近

郊の病院に加え老健、居宅介護支援事業所等へ、

空床情報や利用できる病棟をＥメールで定期通

知する取り組みを行っている病院もあり、好評を

得ている。 

地域単位の医療機関や介護施設、在宅事業所連

携が不可欠な中、ＭＳＷが中核を担い、連携の輪

が広がることを期待したい。幸い、ＭＳＷは横の

連携がうまく取れている医療職である。 

この連携と情報の共有をもとにコンシェルジ

ェ（水先案内人）としての役割だけでなく、患者・

家族にとって、社会資源そのものであってほしい

と願っている。 
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『退院援助に想う』 
    

    

    

    

札幌循環器札幌循環器札幌循環器札幌循環器クリニッククリニッククリニッククリニック        中野中野中野中野    孝子孝子孝子孝子    

    

    

    

 退院援助とは、クライアントである患者・家族

が退院後の生活や療養先を適切に選択し、安心し

て療養生活を送ることを目的とした我々ソーシ

ャルワーカーの援助のひとつです。特に一般病院

に所属するソーシャルワーカーにとって、退院を

目指しその後の生活を予測して様々な援助を行

うことは日常的な業務と言えます。 

近年、医療機関もまた一般企業と同様に経営感

覚を求められるようになり、病院の存続をかけそ

れぞれの機関が専門性を打ち出して機能分化を

進めています。一方病院の外では介護保険制度と

いう基盤を得てから介護サービスの質、量の充足

が進み、医療・福祉の世界は急速に変化を遂げま

した。患者さんにとっては退院時に利用できる社

会資源の選択肢の幅が増えていく一方で、複雑な

制度や、機能分化が進み細分化された病院、各種

施設を理解しうまく利用するということは非常

に困難なことであると考えます。 

患者さんが右往左往しないためにも退院援助

を必要とする場面が増えているのではないでし

ょうか。退院援助にあたり急性期の病院であれば

在院日数を意識せざるを得ず、短期間のうちに課

題を整理し援助しなければなりません。中には在

宅療養の条件が充分ではないまま退院したり、ク

ライアントの気持の準備が充分でないまま別の

病院へ転院したりすることもあるのではないで

しょうか。退院援助にあたり弊害となる要因は病

院によって違いがあると思いますが、我々はそれ

ぞれが今混沌とした中で実践しています。 

特に急性期病院における退院援助に関しては、

依頼元がスタッフからでそもそも患者家族が望

んでの退院援助ではないというときや、入院期間

が設定されておりスピードが求められるという

ときなど、我々は与えられた環境と条件の中でク

ライアントにとっての最善の結果を確保するよ

うに努力しなければなりません。 

そんな中で、我々ソーシャルワーカーは適切に

退院援助が行なえているでしょうか。退院を援助

するとき、たとえ他のスタッフとの意見の相違や

制度上の制約などがあったとしてもクライアン

トにとって満足できる結果を提供することが私

たちに求められています。 

一人の人間にとって入院は長い人生の中のひ

とこまにすぎません。しかしその疾病がその後の

暮らしに大きく影響したり、入院により潜在して

いた問題が顕在化するなど、入院後開始する援助

には様々な必要性と可能性があります。その機会

を捉え、安心して退院してもらうために退院後の

生活を見据え関わっていくことは我々の専門と

するところです。 

我々には入院患者を、治療対象としてだけでは

なく“生活する人”として見つめる目がありま

す。医療機関がチームとして退院援助を行うとき、

クライアントと共に考え悩みや迷いを受け止め、

退院後の生活を予測した援助をするためにソー

シャルワーカーだからこそできることがあると

いう自負と使命感を持つ必要があるのではない

でしょうか。そしてこの役割を全うするためには

どんなことを学び、組織の中でどのような動きを

し、他機関とどんな連携体制を作り、ソーシャル

ワーカーとしてどうあるべきなのか、退院援助を

通じて何ができるのかを日々考え悩む必要があ

ると感じています。“退院援助”は大きなテーマ

ではありますが、我々の一つ一つの実践がいつか

大きく実を結び“ソーシャルワーカーがいれば

安心して退院できる”という認識が社会全体の

ものとなるように努力していきたいと思います。 
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